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伊佐市農業委員会第１１回総会議事録 

 

１．開催日時  令和３年２月 26 日（金）午前 9 時 00 分から 10 時 32 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （23 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 8 番推進委員

4 番委員 9 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

5 番委員 10 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

6 番委員 11 番委員 4 番推進委員 12 番推進委員

7 番委員 12 番委員 6 番推進委員 13 番推進委員

7 番推進委員 15 番推進委員

     

４．欠席委員  （3 人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  ８番委員   ９番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編 

入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第６号「非農地証明願」について 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

皆さん、おはようございます。 

只今より、令和２年度 第１１回農業委員会総会を開催いたします。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

本日の出席人数は１１名で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

 

皆様おはようございます。 

農業者年金の推進についてはありがとうございました。今月一杯とい

うことで今日までになります。推進期間は今日までですが、農業者年金

の加入推進については１年を通してしていただければありがたいです。 

この制度は農業者とって非常に良い制度です。国民年金だけでは歳を

取ってからでは生活費が足りません。ですので、余裕があったなら農業

者年金への加入推進をお願いします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

８番農業委員と９番農業委員に、お願いいたします。 

只今より総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項

の規定による通知」についてお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

の１ページ農地法による解約が４件。資料の２ページから１０ページま

で農業経営基盤強化促進法による解約が４０件です。 

以上ご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

 ６番農業委員。 

 

 １ページですが、農地法第３条貸借というのはどういうことですか。 
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事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 農業経営基盤強化促進法による利用権設定を現在主に行っています

が、農業経営基盤強化促進法以前の契約で、農地法第３条による貸借に

なります。 

 

 よろしいですか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

 他にありませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

 なしということですので、続いて報告２「農地の利用目的変更につい

て」は取下げ申請が提出されました。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第 1 号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定のうち、貸借について説明いたします。 

２５ページの総括表をご覧ください。 

期間は３年から２０年で、面積は合計２７２,０８９㎡です。利用権を

設定する者の数７７名、利用権の設定を受ける者の数３７名です。 

土地の詳細につきましては、１２ページから２４ページ番号１番から

番８２のとおりです。以上説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はございま

せんか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

 ６番農業委員。 
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６ 番 

農 業 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 番号４５番は、申請をした後、貸人の代理人が死亡されたんですけど、

このまま審議をしてもいいんですか。 

  

 これについては、農業会議に確認をして後ほど報告したいと思います

ので、議案第１号については、決定を保留いたします。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番から１８番まで一括で報告をお願いします 

ご意見、質問等は全ての報告終了後、お願いいたします。 

整理番号１番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしました

ので、私２番が報告いたします。 

申請人 ＭＴさんは、伊佐市大口目丸に居住され、年齢は５０歳です。 

渡し人 ＩＴさんは、伊佐市大口目丸に居住され、年齢は８５歳です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字東本５５３番１外１筆で、地目は田、地

積は合計３，３４６㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は６５，５８５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は５名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号２番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る２月２０日に現地調査をいたしまし 

たので、私４番が報告いたします。 

申請人 ＳＭさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は６７歳です。 

渡し人 ＯＭさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は８３歳です。 
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議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

申請地は、伊佐市大口曽木字打廻７４７番１外２筆で、地目は畑、地

積は合計１，０７１㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は自作地１，４７９㎡と総会資料１４ページ１５番の

利用権設定１，０９２㎡と今回の取得分１，０７１㎡の合計３，６４２

㎡で取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は約０．

６ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は

完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書等が添付してあり

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号３番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしました

ので、私１２番が報告いたします。 

申請人 ＹＴさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は６７歳です。 

渡し人 ＭＳさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は８１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字原田７１４番で、地目は畑、地積は４６

６㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１６，５７２㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約１．０kｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしました

ので、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＩＨさんは、伊佐市大口堂崎に居住され、年齢は６０歳です。 
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡し人 ＩＫさんは、伊佐市大口金波田に居住され、年齢は８２歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口金波田字井之尻１００５番２５外４筆で、地目

は畑で、地積は合計３，６１３㎡と堂崎字塗別田４８６番１外３筆で、

地目は田で、地積は合計１３，８９６㎡、田畑合計１７，５０９㎡で所

有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１９，９１９㎡で取得可能面積であります。農業従

事は２名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号５番、６番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番、６番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたし

ましたので、私２番が報告いたします。 

申請人 ＮＫさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は４７歳です。 

５番の渡し人 ＧＳさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は７４

歳です。 

申請地は、伊佐市大口青木字天神原ノ下２９６４番で、地目は畑で、

地積は２，２９９㎡で所有権移転売買になります。 

６番の渡し人 ＤＭさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は８７

歳です。 

申請地は、伊佐市大口青木字星ヶ峯２９７２番外１筆で、地目は畑で、

地積は合計１，２１２㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は５番、６番の合計３，５１１㎡で取得可能面積であ

ります。農業従事者は２名で、通作距離は約０．１ｋｍで、現況は良く

管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書等が添付してあり

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号７番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号７番につきまして、去る２月１６日に現地調査をいたしました

ので、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＴＤさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は２９歳です。 

渡し人 ＨＫさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は５０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字竹下４５４１番１外１筆で、地目は田、

地積は合計７，７３３㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は４１，５６９㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約０．５ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号８番、９番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号８番、９番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたし

ましたので、私８番が報告いたします。 

申請人 ＫＫさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は５２歳です。 

８番の渡し人 ＫＴさんは、鹿児島市西伊敷四丁目に居住され、年齢

は７２歳です。 

申請地は、伊佐市大口小木原字大丸３６２番８０で、地目は畑、地積

は１，１８２㎡で所有権移転売買になります。 

９番の渡し人 ＴＨさんは、大阪府寝屋川市寝屋新町に居住され、市

外住民です。 

申請地は、伊佐市大口小木原字大丸３７０番２で、地目は畑、地積は

９６６㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は総会資料１６ページ３０番の利用権設定１，１１３

と今回の取得分２，１４８㎡と合わせ３，２６１㎡で取得可能面積であ

ります。農業従事者は２名で、通作距離は約２．０ｋｍで、現況は良く

管理された農地です。経営意欲はあり農機具等はリースになります。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し
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議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、新規営農計画書、委任状等が

添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１０番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１０番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしまし

たので、私７番が報告いたします。 

申請人 ＫＫさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は６９歳です。 

渡し人 ＨＡさんは、姶良市加治木町木田に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字七代２５２１番２外１筆で、地目は畑、

地積は合計３，２３８㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は６，５２１㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１１番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１１番につきまして、去る２月２３日に現地調査をいたしまし

たので、私９番が報告いたします。 

申請人 ＩＴさんは、伊佐市菱刈花北に居住され、年齢は４５歳です。 

渡し人 ＮＴさんは、姶良市永池町に居住され、年齢は９１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈花北字落実６６０番１で、地目は田、地積は６

４９㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は８８，６５８㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は４名で、通作距離は約１．５ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 
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議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１２番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１２番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしまし

たので、私５番が報告いたします。 

申請人 ＩＭさんは、伊佐市大口平出水に居住され、年齢は６７歳で

す。 

渡し人 ＮＴさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口平出水字新柳北１１０番２で、地目は田、地積

は２９２㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は６，８９７㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．２ｋｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１３番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１３番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしまし

たので、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＭＹさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８７歳です。 

渡し人 ＭＡさんは、薩摩郡さつま町永野に居住され、市外住民で、

二人は親戚関係になります。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ後２１０１番４で、地目は畑、地

積は４５０㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１９，９０７㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１４番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１４番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしまし

たので、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＫＳさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は６２歳です。 

渡し人 ＭＴさんは、神奈川県茅ケ崎市赤羽根に居住され、年齢は６

４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字新川３９８７番５外１筆で、地目は畑、

地積は合計１，８６４㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は３５，７０９㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は１名で、通作距離は約０．３ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１５番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１５番につきまして、去る２月２０日に現地調査をいたしまし

たので、私４番が報告いたします。 

申請人 ＭＴさんは、伊佐市大口堂崎に居住され、年齢は２６歳です。 

渡し人 ＭＹさんは、伊佐市大口堂崎に居住され、年齢は７８歳です。 

申請地は、伊佐市大口堂崎字上須川３９２番で、地目は田で、地積は

合計５，７４０㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は今回の取得分５，７４０㎡で取得可能面積でありま

す。農業従事者は４名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は良く管理

された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書等が添付してあり
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１６番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１６番につきまして、去る２月２３日に現地調査をいたしまし

たので、私９番が報告いたします。 

申請人 ＩＡさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は８０歳です。 

渡し人 ＭＹさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は７７歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字中牟田１７１１番１で、地目は畑で、地

積は１，１１７㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は４２，５２５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は１名で、通作距離は約０．６ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１７番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１７番につきまして、去る２月２３日に現地調査をいたしまし

たので、私６番が報告いたします。 

申請人 ＮＹさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は６６歳です。 

渡し人 ＭＡさんは、鹿児島市東坂元二丁目に居住され、年齢は６５

歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字天子ノ前２６６番１で、地目は田で、地

積は７８８㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は総会資料２３ページ７７番の利用権設定６，８６２

㎡で取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は約０．

４ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は

完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

  

 

議 長 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書等が添付してあり

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１８番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１８番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしまし

たので、私２番が報告いたします。 

申請人 ＳＫさんは、伊佐市大口目丸に居住され、年齢は４９歳です。 

渡し人 ＨＹさんは、伊佐市大口目丸に居住され、年齢は３９歳です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字原ノ後４５２番１で、地目は田で、地積

は１，６０６㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は３，１７７㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約５０ｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１番から１８番まで報告が終わりました。委員の皆さん、ご

意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から１８番について、許可することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から１８番については許可が決定いたしました。 

 

整理番号１９番について、この議案は４番農業委員が譲受人となって
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議 長 

  

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

いますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議事

に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 

 

（「４番農業委員」退席。） 

 

整理番号１９番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１９番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしまし

たので、私６番が報告いたします。 

申請人 ＳＳさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は７４歳です。 

渡し人 ＨＫさんは、神奈川県横浜市港南区港南台に居住され、年齢

は６４歳です。 

申請地は、伊佐市大口針持字板付１６５２番１外４筆で、地目は田、

地積は合計６，８１４㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は２６，００３㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約０．１ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１９番については許可が決定いたしました。 

ここで、４番農業委員の入室をお願いします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ １ 番 

（「４番農業委員」入室。） 

 

４番農業委員、許可が決定しました。 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついて、申請件数１９件について、１９件の許可が処分決定しました。 

 

先ほど保留しました、議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利

用集積計画」に係る意見決定について、採決を一時保留していました案

件につきまして、事務局の報告を求めます。 

 

貸人が総会までに死亡していた場合につきまして、農業会議に先ほど

確認したところ、取下げたした方がよろしいでしょうとのことでしたの

で、今回、議案の方から番号４５番については取下げでお願いします。 

つきましては、番号 1 番から８２番まで４５番を除く、８１件のご審

議方よろしくお願いします。 

 

今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号、事務局の報告のとおり決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に

係る意見決定については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（用途区分変更・除外）」申

出の意見決定について提案いたします。 

整理番号１番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決定に
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

ついてのうち、整理番号１番について、去る２月２２日、申請人 ＹＩ

さん立会いのもと、１番推進委員、５番推進委員、私１１番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈徳辺に居住されている ＹＩさんで、年齢は６

７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字狩迫２２８１番で、地目は畑、地積は１，

６１１㎡です。 

所在地は、エスライン九州から東へ約６０ｍに位置し、東側が宅地、

北側が太陽光発電施設、西側が畑、南側も畑で、周囲に与える影響はな

いものと思われます。 

除外目的は、太陽光発電施設として利用するとのことです。 

この申請については、具体的な計画があり除外することで農地の集団

化、農作業の効率化への影響はないものと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係

る意見書、委任状等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決定に

ついてのうち、整理番号２番について、去る２月２２日、申請人 ＮＭ

さん立会いのもと、７番農業委員、９番推進委員、私９番農業委員の３
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

名で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈田中に居住されている ＮＭさんで、年齢は８

３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字柳町８３１番１で、地目は畑、地積は１，

６５８㎡の内４９９㎡です。 

所在地は、田中小学校から東へ約４３０ｍに位置し、東側は竹藪及び

山林、北側は畑、西側は道路を挟んで畑、南側は宅地で、周囲に与える

影響はないものと思われます。 

除外目的は、一般住宅として利用するとのことです。 

この申請については、具体的な計画があり除外することで農地の集団

化、農作業の効率化への影響はないものと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係

る意見書、委任状等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番については、この案件は１０番推進委員が申請人となっ

ていますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議

事に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 

 

（「１０番推進委員」退席。） 

 

１２番農業委員の報告を求めます。 
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１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出の意

見決定についてのうち、整理番号４番について、去る２月２２日、申請

人 ＴＴさん立会いのもと、３番推進委員、４番推進委員、私１２番農

業委員の３名で共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＴＴさんで、年齢は６

４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字年ノ宮２７５２番１外２筆で、地目は畑、

地積は合計３，１５７㎡です。 

所在地は、スカラーから南へ約１ｋｍに位置し、北側は畑、南側は田、

東側は宅地、西側は田で、周囲に与える影響はないものと思われます。 

用途区分変更目的は、経営規模拡大により機械倉庫が狭くなったので、

申請地に農業機械倉庫を建設するとのことですが、平成２５年４月頃、

農地法の申請をせずに建設したとのことでした。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係

る意見書等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

ここで、１０番推進委員の入室をお願いします。 

 

（「１０番推進委員」入室。） 

 

１０番推進委員、許可が決定しました。 
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４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

整理番号４番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）申出」

の意見決定についてのうち、整理番号４について、去る２月２２日、申

請人の ＳＫさん立会いのもと、６番農業委員、１５番推進委員、私４

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

申請人 ＳＫさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は５６歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字青木１５８５番で、地目は田、地積は３，

９９９㎡です。 

用途区分変更目的は、申請地を規模拡大に伴い牛舎とロール置場及び

資材置場に整備するのもで、周囲の農地への集団化・作業効率への影響

はないと思われます。 

所在地は、曽木小学校から北東へ約４５０ｍに位置し、現況はよく管

理された田で、東側は宅地と畑、西側は宅地、南側は田、北側は宅地と

田である。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地

写真等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたし

ます。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（用途区分変更・除外）」申

出の意見決定について、申請件数４件について、４件の意見が決定いた

します。 
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議 長 

 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついて報告をお願いします。 

整理番号１番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１番について、去る２月２２日、申請人 ＢＩ

さん立会いのもと、７番農業委員、９番推進委員、私９番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈重留に居住されている ＢＩさんで、年齢は７

６歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字周防原７６４番で、地目は畑、地積は１，

８２８㎡です。 

農地区分は第２種農地その他の農地で、転用目的は植林です。 

所在地は、田中小学校から南西へ約１ｋｍに位置しており、東側は宅

地、北側も宅地、南側は畑、西側は山林で、周囲に与える影響はないも

のと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されて

おります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

よって整理番号１番は決定いたしました。 

 

整理番号２番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号２番について、去る２月２２日、申請人の代理

人 Ｏ行政書士立会いのもと、４番農業委員、１５番推進委員、私６番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市大口針持に居住されている ＯＴさんで、年齢は７

９歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字上之馬場９９０番２で、地目は畑、地積

は７５９㎡です。 

農地区分は第２種農地その他の農地で、転用目的は植林です。 

所在地は、荒瀬神社から東へ約１５０ｍに位置しており、南側は畑、

東側は道路、北側は宅地、西側も宅地で、周囲に与える影響はないもの

と思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されて

おります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は決定いたしました。 

 

 議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定に
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議 長 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

ついて、申請件数２件について、２件が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついて報告をお願いします。 

整理番号１番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る２月２２日、申請人 ＵＭさ

ん立会いのもと、９番農業委員、９番推進委員、私７番農業委員の３名

で共同調査をしましたので、７番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈花北に居住されている ＵＭさんで、年齢は３

３歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈花北に居住されている ＦＡさんで、年齢は８

５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈花北字中牟田５５７番外１筆で、地目は畑、地

積は５８２㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所有

権移転贈与です。 

所在地は、菱刈重留郵便局から北西へ約８００ｍに位置しており、東

側は宅地、西側と北側は畑、南側は道路となっており、周囲に与える影

響はないかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されて

おります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号２番について、去る１月２２日、申請人の代理

人 Ｔ行政書士立会いのもと、１番推進委員、５番推進委員、私１１番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口上町に所在する Ｍで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＹＳさんで、年齢は８

７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字柳野１３０１番１で、地目は畑、地積は

２，５３８㎡です。 

転用目的は資材置場で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所有

権移転売買です。 

所在地は、南九州変電所から西へ約３００ｍに位置しており、南側は

道路、東側は山林、北側も山林、西側は太陽光発電施設で周囲に与える

影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号３番について、去る２月２２日、申請人の代理

人 Ｔ行政書士立会いのもと、８番推進委員、１３番推進委員、私２番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口上町に居住されている ＭＹさんで、年齢は４

５歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口目丸に居住されている ＡＭさんで、年齢は６

６歳です。 

申請地は、伊佐市大口原田字西原４３１番１外１筆で、地目は畑、地

積は合計５９６．９４㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所有

権移転売買です。 

所在地は、南九州酒販株式会社の西側に隣接しており、東側は宅地、

西側は道路、南側は宅地、北側は道路と畑で、周囲に与える影響はない

と思われます。 

一般住宅は概ね５００㎡での運用ですが、理由書で申請地は変形した

農地であり、また、車の出入り口として国道側を利用しカーポートを設

置し出入り口を確保するために、２筆を合わせて転用したとの理由書が

添付してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、理由書、委任

状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号４番について、去る２月２２日、申請人の父親

ＮＯさん立会いのもと、８番推進委員、１３番推進委員、私２番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口大島に居住されている ＮＫさんで、年齢は３

６歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口目丸に居住されている ＭＮさんで、年齢は６

９歳です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字原ノ後４７９番１外１筆で、地目は畑、

地積は合計４２１㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第１種農地で、所有権移転売買で

す。 

所在地は、大口消防署本部から東へ約７００ｍに位置しており、東側

は畑、西側は道路、南側も道路、北側は山林と畑となっており、周囲に

与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、大口東土地改良区の意

見書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

 整理番号５番については、この案件は１０番推進委員が譲渡人と譲受

人関係となっていますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定

に基づき、議事に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお

願いします。 

 

（「１０番推進委員」退席。） 

 

１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号５番について、去る２月２２日、申請人 ＴＴ

さん立会いのもと、３番推進委員、４番推進委員、私１２番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈南浦に所在する Ｇで、一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＴＴさんで、年齢は６

４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字年ノ宮２７５２番１外２筆で、地目は畑、

地積は合計３，１５７㎡です。 

転用目的は事務所及び農機具倉庫、農業用資材置場で、農地区分は農

用地区域内農地で、使用貸借権です。 

所在地は、スカラーから南へ約１ｋｍに位置しており、南側は田、東

側は宅地、北側は畑、西側は田となっており、周囲に与える影響はない

かと思われます。 

なお、平成２５年４月頃、農地法の申請をせずに建設したとのことで、

始末書が添付してあります。 

添付書類として、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、始末書等

が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

ここで、１０番推進委員の入室をお願いします。 

 

（「１０番推進委員」入室。） 

 

１０番推進委員、許可が決定しました。 

整理番号６番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号６番について、去る２月２２日、申請人 ＹＳ

さん立会いのもと、４番農業委員、１５番推進委員、私６番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈市山に居住されている ＹＳさんで、年齢は２

９歳です。  

譲渡人は、東京都台東区元浅草三丁目に居住されている ＨＴさんで、

年齢は６９歳です。 

申請地は、伊佐市大口堂崎字坂ノ下５８８番１１で、地目は田、地積

は４８９㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所有

権移転売買です。 

所在地は、羽月保育園から北へ約２００ｍに位置しており、東側は国

道、西側は宅地、南側は道路、北側は田となっており、周囲に与える影

響はないかと思われます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号７番について、去る２月２２日、申請人の代理

人 Ｏ行政書士立会いのもと、７番推進委員、１１番推進委員、私５番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、５番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口里に居住されている ＩＭさんで、年齢は４１

歳です。  

譲渡人は、伊佐市大口元町に居住されている ＡＫさんで、年齢は６

１歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字竿境２２２２番８で、地目は田、地積は４

５３㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第３種農地で、所有権移転売買で

す。 

所在地は、大口病院から東へ約２００ｍに位置しており、東西南北全

て宅地となっており、周囲に与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、土地改良区の意見書、
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついて、申請件数７件について、７件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「非農地証明願」について提案いたします。 

番号１番、２番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第６号非農地証明願についてのうち番号１番について、去る２月

２２日、申請人 ＩＫさんの息子さん立会いのもと、事務局で現地調査

を行いましたので報告いたします。 

申請人は、伊佐市大口金波田に居住されている ＩＫさんです。 

申請地は、伊佐市大口堂崎字塗別田４８６番５、地目は田、地積は１

８４㎡と、同じく字塗別田４８９番２、地目は畑、地積は３０㎡で、２

筆合計２１４㎡です。 

非農地になった時期及び理由としては、平成８年月日不詳に隣接する

４８６番３に住宅を建設した際に、申請地も同時に整備し宅地の一部と

して利用しており、今後も農地として利用する予定がない事から今回非

農地証明を願い出るものです。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

所在地は、ＪＡ羽月支所から東へ約６００ｍに位置し、東側は道路を

挟んで宅地、西側は道路を挟んで田、南側は田、北側は道路を挟んで畑

となっています。 

調査の結果、この申請については農地性は喪失しており、農地への復

旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出され

ています。 

続きまして、番号２番について、去る２月２２日、申請人 ＳＫさん

立会いのもと、事務局で現地調査を行いましたので報告いたします。 

申請人は、伊佐市大口鳥巣に居住されている ＳＫさんです。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字屋根添１３１番３外１筆で、地目は田で、

地積は合計８５８㎡です。 

非農地になった時期及び理由としては、平成８年頃より耕作を放棄し

現在に至っており、今後も農地として利用する予定がない事から今回非

農地証明を願い出るものです。 

なお、Ｔさんより、平成８年より耕作を放棄し不耕作地だったとの証

明書が添付してあります。 

所在地は、伊佐市文化会館から北西へ約３００ｍに位置し、東側は田、

西側は宅地、南側も宅地、北側は田となっています。 

調査の結果、この申請については農地性は喪失しており、農地への復

旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出され

ています。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わ

ります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番について、非農地として証明することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

よって整理番号１番、２番については、非農地証明が決定いたしまし

た。 

 

議案第６号「非農地証明願」は、申請件数２件について、２件の非農

地証明願が決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。２月の月例報告をします。 

５日、２月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２２日、現地調査を一斉にしております。２６日、本日ですが第１１回

農業委員会総会です。 

３月の行事予定ですが、５日に３月の定例常設審議委員会が鹿児島市

であります。 

２３日が現地調査です。２９日が第１２回農業委員会総会です。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

以上で、令和２年度 第１１回農業委員会総会を終わります。 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【終了時間  午前１０時３２分】 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     ８  番     

                   

伊佐市農業委員     ９  番    

 

 

 

 

  

 


